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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第95期

第２四半期
連結累計期間

第96期
第２四半期
連結累計期間

第95期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 231,619 250,241 470,126

営業利益 (百万円) 8,475 6,584 17,932

経常利益 (百万円) 8,238 6,224 17,202

四半期（当期）純利益 (百万円) 6,300 4,175 9,823

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 4,612 6,963 12,341

純資産額 (百万円) 122,323 131,012 125,320

総資産額 (百万円) 293,226 315,221 297,903

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
(円) 21.37 14.61 33.40

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
(円) － － －

自己資本比率 (％) 40.9 40.6 41.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 7,409 1,205 23,525

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △2,414 △6,764 △9,610

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,464 4,141 △9,743

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(百万円) 14,170 14,073 14,938

 

回次
第95期

第２四半期
連結会計期間

第96期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 9.60 10.16

（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 「売上高」には、消費税等は含まれておりません。

３ 「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額」については、潜在株式が存在していないため記載

しておりません。

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクに重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

《日本経済の概況》
・金融緩和政策や公共投資の効果が発現するなか、円安の定着や生産活動の増加などにより企業収益は改善し、個
人消費も持ち直し傾向にあるなど景気は緩やかに回復

 

《食品・食品物流業界の概況》
・食品業界は、円安や原材料価格上昇の影響により仕入コストが増加する一方、生活必需品を中心に消費者の低価
格志向は根強く、川下では業態を超えた販売競争が激化

・食品物流業界では、電力料金や燃油価格などコスト上昇の影響が顕在化するなか、荷主の物流効率化ニーズは強
く厳しい状況が続く

 

《連結経営成績》
(単位：百万円)

 
当第２四半期
累計期間

前期比 増減率(%)

売上高 250,241 18,622 8.0

営業利益 6,584 △1,891 △22.3

経常利益 6,224 △2,014 △24.5

四半期純利益 4,175 △2,124 △33.7

（ポイントは億円単位で単位未満切捨て）
① 連結売上高のポイント

調理冷凍食品の販売拡大が続く加工食品事業が99億円、海外事業がけん引した低温物流事業が50億円それぞれ
増収となり、グループ全体では186億円の増収
 

② 連結営業利益のポイント

低温物流事業は順調に推移したものの、円安の影響を大きく受けた加工食品事業や畜産事業が苦戦し18億円の
減益
 

③ 連結純利益のポイント

連結経常利益は20億円の減益、特別利益は投資有価証券売却益など14億円、特別損失は固定資産除却損など５
億円を計上し、四半期純利益は21億円の減益

 

(2) セグメント別の概況

(単位：百万円)

 売上高 営業利益

（セグメント）
当第２四半期

累計期間
前期比 増減率(%)

当第２四半期

累計期間
前期比 増減率(%)

 加工食品 100,452 9,913 10.9 1,004 △2,033 △66.9

 水産 34,521 3,220 10.3 88 235 －

 畜産 37,510 881 2.4 △172 △407 －

 低温物流 83,279 5,082 6.5 4,423 244 5.9

 不動産 2,434 110 4.8 1,183 40 3.5

 その他 1,511 △1,231 △44.9 59 △94 △61.5

 調整額 △9,467 646 － △3 123 －

合 計 250,241 18,622 8.0 6,584 △1,891 △22.3
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① 加工食品事業

《業績のポイント》

・国内では引き続き内食・中食需要が好調に推移するなか、調理冷凍食品や冷凍野菜の取扱いが伸長、前年度に買
収した海外子会社の売上げも寄与し増収

・生産性の改善や一部商品の価格改定を進めたものの、円安による仕入コスト上昇が先行し大幅な減益

 

カテゴリー別のポイント
(注) 家庭用調理冷凍食品・業務用調理冷凍食品・農産加工品の前期比は国内連結会社の合算数値により算出

家庭用調理冷凍食品 (前期比6.2％の増収 商品利益は減益)

・主力の「本格炒め炒飯」・「若鶏たれづけ唐揚げ」が順調に推移したことや、今春発売した「ベーコンペッ
パーピラフ」も寄与し増収

・増収効果に加え生産性改善に努めたものの、原材料価格上昇の影響により商品利益は前期を下回る
業務用調理冷凍食品 (前期比7.5％の増収 商品利益は減益)

・中食向けにチキン加工品や春巻類が伸長したことにより増収
・秋の新商品では、レンジで温め直しても揚げたてのように衣がサクッとした食感に仕上がる新技術を使用した

「衣革命
®
揚げたて逸品クリームコロッケ」が好調

・商品ミックスの改善や一部商品の価格改定を進めたものの、円安による原材料・仕入コスト上昇が先行し減益

農産加工品 (前期比4.0％の増収 商品利益は減益)

・業務用では利便性を追求した「そのまま使える」シリーズが引き続き好調に推移し、家庭用ではブロッコリー
や洋風野菜ミックスも伸長し増収となったものの、円安により商品利益は前期を下回る

 

② 水産事業

《業績のポイント》

・円安の影響や産地の供給不足などにより水産物全般が高値基調となるなか、値頃感から需要が増加した「たこ」
の取扱いが好調に推移

・国内相場の回復を受けて素材品の販売が堅調に推移し、売上高・営業利益ともに前期を上回る
 

カテゴリー別のポイント (注) 前期比は取引消去前の㈱ニチレイフレッシュの水産事業単独数値により算出

え び (前期比17.3％の増収 商品利益は増益)

・東南アジア産養殖えびの供給不足や円安の影響により調達コストが上昇するなか、加工品は販売価格への転嫁
に苦戦するも、素材品は順調に推移し増収・増益

水産品 (前期比4.5％の増収 商品利益は増益)

・「たこ」の取扱いが伸長したことに加え、国内相場の回復により利益率の改善した「さけ・ます」などの取扱
いが堅調に推移

 

③ 畜産事業

《業績のポイント》

・国産牛肉の取扱いが伸長したことなどにより増収となったものの、円安による輸入品の調達コスト上昇を吸収で
きず減益

 

カテゴリー別のポイント (注) 前期比は取引消去前の㈱ニチレイフレッシュの畜産事業単独数値により算出

鶏 肉 (前期比2.0％の減収)

・供給過剰の状態が続いたことによる生鮮品の販売価格低迷や、量販店向けの取扱い減少などにより減収

牛 肉 (前期比23.9％の増収)

・販売とのバランスを重視した買付けに注力するとともに、国産品の取扱いが伸長したことにより増収

豚 肉 (前期比4.0％の増収)

・円安の影響により調達コストが上昇するなか、国産品の取扱いが伸長し売上げは前期を上回る
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④ 低温物流事業

・当第２四半期累計期間(４月～９月)における冷蔵倉庫の入庫量及び平均総合在庫率の状況

 入庫量 平均総合在庫率

 屯数(千トン) 前期比(%) 実績(%) 前期比(ポイント)

国内１２大都市 6,135 1.1 32.9 △1.8

当社グループ 1,500 1.8 36.1 △1.6

(注) 国内１２大都市のデータは㈳日本冷蔵倉庫協会公表のデータを当社で加工

 

《業績のポイント》

・国内は、ＴＣ（通過型センター）事業が好調な物流ネットワーク事業や地域保管事業が増収となったものの、電
力料アップや新設センター稼働に伴う減価償却費の増加などにより減益

・欧州地域が好調の海外事業のけん引などにより、低温物流事業全体では増収・増益
 
 [売上高]                          (単位：百万円)  [営業利益]                        (単位：百万円)

 

当第２

四半期

累計期間

前期比
増減率

(%)
  

当第２

四半期

累計期間

前期比
増減率

(%)

物流ネット

ワーク
45,619 1,141 2.6  

物流ネット

ワーク
1,826 △148 △7.5

地域保管 24,255 271 1.1  地域保管 2,245 △63 △2.7

海外 12,596 3,279 35.2  海外 612 225 58.4

その他・

共通
808 389 92.8  

その他・

共通
△260 231 －

合 計 83,279 5,082 6.5  合 計 4,423 244 5.9

 

事業別のポイント

物流ネットワーク事業

・ＴＣ事業における前期に稼働したセンターの貢献や既存顧客の取扱い拡大などにより増収となったものの、車
両調達コストの増加などにより減益

・配送車両の効率活用を推進するとともに、地域保管事業との連携などにより輸配送業務の拡大に努める

地域保管事業

・地域密着営業を着実に積み重ね、高水準の在庫を維持し増収となったものの、電力料アップの影響などにより
減益

・大都市圏では７月に稼働した東扇島物流センター（川崎市川崎区）２期棟や来期稼働の咲洲物流センター（仮
称）（大阪市住之江区）など新拠点を見据えた集荷を進める

海外事業 (平成25年１月～平成25年６月)

欧州地域

・輸入果汁やチキンなどの在庫が高水準で推移したことに加え、運送需要の着実な取り込みと小売店向け配送業
務の取扱い拡大などにより増収・増益

中国（上海）

・主力のコンビニエンスストア店舗配送業務が堅調に推移したことや前期に稼働した第二センターの効果により
増収

 

⑤ 不動産事業

《業績のポイント》

・賃貸オフィスビルの競争力強化のため、リニューアル工事・省エネ工事を実施したことなどにより安定収益を確
保するとともに、茨城県牛久市の宅地分譲（４区画）を実施
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(3) 財政状態の分析

（単位：百万円）

 前会計年度末
当第２四半期
会計期間末

比較増減

総資産 297,903 315,221 17,318

負債 172,582 184,208 11,625

うち、有利子負債

（リース債務を除く）

96,882

（75,403）

104,446

（83,429）

7,563

（8,025）

純資産 125,320 131,012 5,692

Ｄ／Ｅレシオ（倍）

（リース債務を除く）

0.8

（0.6）

0.8

（0.6）

0.0

（0.0）

（注）Ｄ／Ｅレシオの算出方法：有利子負債÷純資産

(ポイントは億円単位で単位未満切捨て)

① 総資産のポイント 3,152億円（173億円の増加）

・売上げの増加や季節的要因により売上債権、たな卸資産などが増加し流動資産は93億円増加

・主力事業の収益基盤拡大に向けた設備投資を進めたことなどにより有形固定資産は71億円増加
 

② 負債のポイント 1,842億円（116億円の増加）

・季節的要因により買掛金は25億円増加
・設備投資代金の支払いに備えるなど長期の安定資金確保のため100億円の社債発行と100億円の長期借入れを
 実施

 

③ 純資産のポイント 1,310億円（56億円の増加）

・四半期純利益41億円の計上、配当金の支払い14億円などにより利益剰余金は27億円増加、その他の包括利益
   累計額合計は20億円増加

 

(4) キャッシュ・フローの状況

（単位：百万円）

 
前第２四半期
累計期間

当第２四半期
累計期間

比較増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,409 1,205 △6,203

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,414 △6,764 △4,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,464 4,141 5,606

フリーキャッシュ・フロー 4,994 △5,558 △10,553

(ポイントは億円単位で単位未満切捨て)

① 営業活動によるキャッシュ・フローのポイント

・経常利益は62億円、減価償却費は70億円を計上するものの、法人税等の支払いや季節的要因による営業資金
（売上債権・たな卸資産・仕入債務）の支出などにより営業活動によるキャッシュ・フローは12億円の収入
 

② 投資活動によるキャッシュ・フローのポイント

・有形固定資産の取得による支出などにより投資活動によるキャッシュ・フローは67億円の支出
 

③ 財務活動によるキャッシュ・フローのポイント

・設備投資に備え、社債の発行や長期借入れを実施したことなどにより財務活動によるキャッシュ・フローは
 41億円の収入
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(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

① 基本方針

当社は、当社の株券等について買収提案者が現れた場合に、当該提案に応じて当社株式の売却を行うか否か

の判断は、最終的に株主の皆様に委ねられるべきものであると考えております。

しかし、株主の皆様が適切な判断をなされるためには、当該買収提案者の買収提案に関する十分な情報が株

主の皆様に提供されるとともに、当該買収提案に代替する案の可能性などについても、検討する機会が提供さ

れることが重要であります。生活者の食の「安全・安定」や「健康価値」に対する意識が一層高まるなか、当

社が企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるためには、「食のフロンティアカンパニー」とし

て、お客様にご満足いただける優れた品質と価値ある商品・サービスを創造・提供し、広く好感と信頼を寄せ

られる企業として、社会とともに成長することが必要であり、社会的責任を全うすることを含め、トータルな

企業姿勢が求められております。こうしたことに対する理解に欠ける買収提案者が当社の株券等を取得し、短

期的な経済的効率性のみを重視して当社グループのこれら競争力を毀損し、中長期的な経営方針に反する行為

を行う場合などは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が損なわれる可能性があります。買収提案の中に

は、上記のように、その態様によっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を害するものも存在するた

め、株主の皆様が十分な情報を得た状態で判断をされることが必要であると考えております。

 

② 基本方針実現のための具体的な取組み

(イ) 基本方針実現のための特別な取組み

（企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する取組み）

当社グループでは、「くらしを見つめ、人々に心の満足を提供する」ことを企業経営理念に掲げておりま

す。卓越した食品と物流のネットワークを備える「食のフロンティアカンパニー」として、お客様にご満足い

ただける優れた品質と価値ある商品・サービスを創造・提供し、広く好感と信頼を寄せられる企業として、社

会とともに成長することを目指しております。

平成25年４月からの３年間で当社グループは新たな中期経営計画「RISING 2015」に取り組んでまいりま

す。

超高齢化やグローバル化の進展などの大きな環境変化に対応して、持続的な成長ができるよう経営資源を投

入してまいります。加工食品事業においては、さらに顧客ニーズに迅速に対応できるよう業態別組織体制へ移

行し、差別化された商品の供給と、主力家庭用商品を中心とした自営工場の生産能力拡大と生産ラインの最適

配置により、売上増加と利益率の向上を目指します。低温物流事業においては、国内最大のネットワークをさ

らに拡充して保管及び輸配送需要の取り込みを加速し、売上げの拡大を図ります。

新たな中期経営計画においても、加工食品事業、低温物流事業を中心に前中期経営計画を超える積極的な投

資を行い、将来の経営環境の変化への備えを万全にします。また成長する海外市場への展開を着実なものに

し、売上げを大幅に増加させていきます。財務面では、グループ経営資源の適正配分を行うとともに、自己株

式取得・増配等適正な株主還元策を継続し、配当方針については従来どおり連結株主資本配当率（ＤＯＥ）

2.5％を目標とします。

 

(ロ) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを阻止するための取組み

当社グループは、加工食品事業、水産事業、畜産事業、低温物流事業、不動産事業、その他の事業を行って

おります。また、その物理的な事業活動の展開についても、子会社、事業所を通じて世界各国にて事業を行っ

ております。当社グループの経営にあたっては、これらの複数の事業に関する幅広い知識と豊かな経験、また

世界各国にわたる顧客、従業員及び取引先などとの間に築かれた関係についての十分な理解が必須となります

が、買収提案がなされ、株主の皆様が当該買収提案に応じるか否かの判断をする場合においても、当社の株式

の価値を適正にご判断されるために、これらに関する十分な理解が必要となります。

当社は、常日頃より、積極的なＩＲ活動を行うことにより、株主の皆様に対する情報提供に努めてはおりま

すが、買収提案がなされた場合に、買収提案者に応じるか否かを適切に判断していただくためには、当社と買

収提案者の双方から適切かつ十分な情報（当該買収提案者からは、当該買収提案者が意図する当社グループの

経営方針や事業計画の内容、当該買収提案が当社株主の皆様及び当社グループの経営に与える影響、当社グ

ループを取り巻く多くのステークホルダーに対する影響、食の「安全・安定」をはじめとした社会的責任に対

する考え方等）が提供されるとともに、株主の皆様が判断を行うために必要な検討期間が確保されることが必

須となります。また、状況に応じて、当社より代替案の可能性を検討し株主の皆様に提案することにより、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益の観点から、より望ましい提案を株主の皆様が選択されることも可能と

なります。
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以上を勘案し、当社取締役会は、大量買付けに際しては、買収提案者から事前に、必要かつ十分な情報が提

供されるべきであると考えるに至り、第89期定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって「当社株券等

の大量買付けに関する適正ルール」（以下、本適正ルール）を導入し、第95期定時株主総会において株主の皆

様のご承認を得て本適正ルールを継続しております。

本適正ルールは、新株予約権の無償割当てを用いた事前警告型の買収防衛策であり、その概要は次の図のと

おりであります。

なお、本適正ルールの詳細につきましては、当社ホームページ「ＩＲニュース」コーナー

（http://www.nichirei.co.jp/ir/pdf_file/inews/20130507_4.pdf）に掲載する平成25年５月７日付け

『「当社株券等の大量買付けに関する適正ルール（買収防衛策）」の継続に関するお知らせ』をご参照くださ

い。
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③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

本適正ルールは、前記「① 基本方針」に沿うものであり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損な

うものではなく、また、当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。
 

(イ) 買収防衛策に関する指針及び企業価値研究会の報告書の内容に沿うものであること

本適正ルールは、経済産業省と法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則を充足しており、また、企業価値研究会が平成20年

６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」における提言内容と整合的な内容

となっております。
 

(ロ) 株主の皆様に直接判断していただく形式のものであること

本適正ルールは、その導入時及びその後の継続時に株主の皆様の意思を確認させていただいておりますが、

今般の継続に際しても、定款に基づき、本適正ルールに定める要領に従い株主総会の決議を経ずに取締役会の

決議のみで新株予約権の無償割当ての決議を行うことができる要件を満たす場合について、当該決議を取締役

会に委任することにつき、株主総会の承認を求めることで、本適正ルールの継続の可否について株主の皆様の

意思を確認することとしております。また、本適正ルールの手続違反がない限り、買収提案に対する対抗措置

を発動するためには、必ず株主総会の承認決議が必要であるものとし、買収提案者による買収提案の受入の可

否について、株主の皆様に直接判断していただく形式のものです。このように、対抗措置の発動については、

本適正ルールの手続違反がない限り、株主総会の承認決議を得ることとなっているため、取締役の恣意的な意

向によって対抗措置が発動されることはありません。さらには、継続後の本適正ルールは、有効期間が３年と

設定されており、本適正ルールをさらに更新し、継続させるためには、有効期間満了時に、再度、株主の皆様

の判断を直接仰ぐ形式のものとなっております。
 

(ハ) 独立した独立委員会による対抗措置発動の判断及び取締役会判断による対抗措置の発動の制限

本適正ルールにおいては、買収提案に対する対抗措置発動・不発動の判断の中立性を担保するため、取締役

会とは別に、独立性の高い委員から構成される独立委員会を設置しております。まず、本適正ルールの手続に

違反していることを理由として対抗措置を発動するためには、必ず、独立委員会において当該違反を理由とす

る発動勧告があることを必要とし、取締役会の恣意的な運用によって対抗措置が発動されることを防止してお

ります。

また、それ以外の場面においては、独立委員会においても、買収提案に対する対抗措置発動の要否を検証す

るものとしております。すなわち、取締役会において不発動決議がなされた場合であっても、独立委員会が対

抗措置の発動勧告を行っている場合には、取締役会は対抗措置発動の要否について株主の皆様の意思を確認す

るため、株主総会を招集しなければならないとしております。したがって、本適正ルールは、取締役会が恣意

的に買収者による買収を妨害する場合のみでなく、取締役が自らの利益のみのために行う買収等に恣意的に賛

成することを防止する機会も与えております。また、取締役会が、買収提案に対して、株主の皆様の意思の確

認を行わずに対抗措置を発動できるのは、本適正ルールの手続違反の場合に限定しております。
 

(ニ) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

当社の取締役の任期は、定款により選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会終結の時までとされております。また、本適正ルールは、取締役会において、廃止するか否かの決議をす

ることができます。したがって、本適正ルールは、毎年株主の皆様によって選任される取締役で構成される当

社取締役会において、随時、本適正ルールの継続又は廃止の決議を行うことができ、いわゆるデッドハンド型

買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）又はスローハ

ンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止しにくい買収

防衛策）のいずれでもありません。
 

(6) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、809百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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(7) 主要な設備

① 主要な設備の状況

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの主要な設備に重要な異動はありません。

 

② 設備投資等の概要

（単位：百万円）

 
前第２四半期
累計期間

当第２四半期
累計期間

比較増減

資本的支出 4,541 (3,330) 12,609 (11,125) 8,068 (7,794)

設備投資額 4,308 (3,154) 12,209 (10,753) 7,900 (7,599)

減価償却費 7,057 (5,159) 7,036 (5,164) △21 (4)

(注) （ ）内はリース資産を除いた数値であります。
 

当第２四半期連結累計期間に実施した重要な設備投資の内容は、次のとおりであります。
（単位：百万円）

完了年月
会社名
事業所名

所在地
セグメントの

名称
設備の内容

設備投資
総額

当期計上額
(既計上額)

完成後の
増加能力

平成25年
７月

GFPT Nichirei

(Thailand)Co.,Ltd.
タイ

チョンブリ県
加工食品 生産設備の増設 1,034

706
(944)

月産
500t

平成25年
８月

㈱ニチレイ・
ロジスティクス関東
東扇島物流センター
第２期棟

川崎市
川崎区

低温物流 物流センターの増設 5,609
4,026
(5,609)

冷蔵
40,787t

平成25年
12月（予定）

Entrepots Godfroy
S.A.S.
リヨン物流センター(仮称)

フランス
ローヌ県

〃 物流センターの新設 ※663
317
(338)

冷蔵
7,670t

平成26年
３月（予定）

㈱ニチレイフーズ
船橋第二工場(仮称)

千葉県
船橋市

加工食品 生産工場の新設 ※5,500
2,082
(2,082)

年産
9,000ｔ

平成26年
10月（予定）

㈱ニチレイ・
ロジスティクス関西
咲洲物流センター(仮称)

大阪市
住之江区

低温物流 物流センターの新設 ※8,986
18

(2,009)
冷蔵
40,400t

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２ 「設備投資総額」の※は、計画数値であります。
   

(8) 経営戦略の現状と見通し

当第２四半期連結累計期間において、経営戦略の現状と見通しについて重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 720,000,000

計 720,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
（平成25年９月30日）

提出日現在
発行数(株)

（平成25年11月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 295,851,065 同左
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 295,851,065 同左 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成25年７月１日～

平成25年９月30日
－ 295,851,065 － 30,307 － 7,604
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(6)【大株主の状況】

 （平成25年９月30日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 19,391 6.55

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 18,332 6.20

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋３－５－12 12,462 4.21

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口９）
東京都中央区晴海１－８－11 11,825 4.00

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 9,733 3.29

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 8,630 2.92

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１－26－１ 6,819 2.30

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１－13－１ 5,716 1.93

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信

託 みずほ銀行口 再信託受託者

資産管理サービス信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１－８－12 5,598 1.89

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１－13－２ 5,350 1.81

計 － 103,857 35.10

（注）１ 上記のほか、当社所有の自己株式9,954千株（3.36％）があります。

２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）         16,849千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）    11,904千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）   11,825千株

３ 平成25年９月30日現在において所有株式数を確認できない大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとお

りであります。なお、当社は平成25年２月12日付で会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却を行い、

発行済株式総数が15,000千株減少し、295,851千株となっておりますが、それ以前に提出された大量保有報

告書の株券等保有割合は、消却前の割合で記載しております。

(1)  株式会社みずほ銀行から、平成25年７月22日付で、みずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社及び

みずほ投信投資顧問株式会社を共同保有者とする大量保有報告書（変更報告書）が提出されております

が、当社として平成25年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の

状況」では考慮しておりません。

なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 14,229 4.81

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１－５－１ 1,242 0.42

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１－２－１ 7,373 2.49

みずほ投信投資顧問株式会社 東京都港区三田３－５－27 770 0.26

計 － 23,615 7.98
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(2)  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、平成23年２月21日付で、株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ投信株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社を共同保有者とする大量保有報告書（変更報告書）が提出されておりますが、株式会社三菱東京

ＵＦＪ銀行を除き、当社として平成25年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、

上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 9,733 3.13

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 3,882 1.25

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 2,091 0.67

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

証券株式会社
東京都千代田区丸の内２－５－２ 2,275 0.73

計 － 17,981 5.78

 

(3)  日本生命保険相互会社から、平成24年２月７日付で、ニッセイアセットマネジメント株式会社を共同保

有者とする大量保有報告書（変更報告書）が提出されておりますが、当社として平成25年９月30日現在に

おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

日本生命保険相互会社 大阪市中央区今橋３－５－12 15,497 4.99

ニッセイアセットマネジメント

株式会社
東京都千代田区丸の内１－６－６ 2,084 0.67

計 － 17,581 5.66

 
(4)  三井住友信託銀行株式会社から、平成25年９月５日付で、三井住友トラスト・アセットマネジメント株

式会社及び日興アセットマネジメント株式会社を共同保有者とする大量保有報告書（変更報告書）が提出

されておりますが、当社として平成25年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、

上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

なお、当該大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 8,349 2.82

三井住友トラスト・アセットマネ

ジメント株式会社
東京都港区芝３－33－１ 523 0.18

日興アセットマネジメント株式会

社
東京都港区赤坂９－７－１ 3,830 1.29

計 － 12,702 4.29

 

EDINET提出書類

株式会社ニチレイ(E00446)

四半期報告書

13/28



(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 （平成25年９月30日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式    9,954,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   284,609,000 284,609 －

単元未満株式 普通株式    1,288,065 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 295,851,065 － －

総株主の議決権 － 284,609 －

（注） 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式939株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 （平成25年９月30日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）      

株式会社ニチレイ
東京都中央区築地

６－19－20
9,954,000    － 9,954,000 3.36

計 － 9,954,000    － 9,954,000 3.36

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】
１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,938 14,073

受取手形及び売掛金 68,226 70,143

商品及び製品 30,035 36,690

仕掛品 236 398

原材料及び貯蔵品 4,426 4,680

繰延税金資産 1,558 1,622

その他 4,567 5,746

貸倒引当金 △180 △161

流動資産合計 123,809 133,193

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）
※2 62,235 ※2 66,784

機械装置及び運搬具（純額）
※2 15,269 ※2 16,465

土地
※2 31,282 ※2 33,352

リース資産（純額） 19,952 19,533

建設仮勘定 3,109 2,819

その他（純額）
※2 1,348 ※2 1,426

有形固定資産合計 133,197 140,381

無形固定資産

のれん 2,660 2,791

その他 3,900 3,907

無形固定資産合計 6,560 6,699

投資その他の資産

投資有価証券 26,709 27,089

繰延税金資産 1,126 1,176

その他 6,783 6,856

貸倒引当金 △283 △176

投資その他の資産合計 34,335 34,946

固定資産合計 174,093 182,027

資産合計 297,903 315,221
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 29,400 31,916

短期借入金 12,720 5,686

コマーシャル・ペーパー 6,000 1,000

1年内返済予定の長期借入金 15,507 15,459

リース債務 3,586 3,688

未払費用 21,722 21,234

未払法人税等 2,752 2,548

役員賞与引当金 206 102

その他 8,788 11,072

流動負債合計 100,685 92,709

固定負債

社債 20,000 30,000

長期借入金 21,175 31,283

リース債務 17,892 17,328

繰延税金負債 3,465 3,564

退職給付引当金 1,416 1,428

役員退職慰労引当金 276 175

資産除去債務 2,401 3,011

長期預り保証金 3,184 3,124

その他 2,084 1,583

固定負債合計 71,897 91,498

負債合計 172,582 184,208

純資産の部

株主資本

資本金 30,307 30,307

資本剰余金 18,224 18,224

利益剰余金 75,424 78,170

自己株式 △5,100 △5,110

株主資本合計 118,856 121,592

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,916 6,336

繰延ヘッジ損益 73 △52

為替換算調整勘定 △1,768 △1

その他の包括利益累計額合計 4,220 6,282

少数株主持分 2,243 3,137

純資産合計 125,320 131,012

負債純資産合計 297,903 315,221
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 231,619 250,241

売上原価 186,379 204,580

売上総利益 45,240 45,660

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 6,927 7,520

販売促進費 10,151 11,097

広告宣伝費 1,644 1,686

販売手数料 1,729 1,916

役員報酬及び従業員給料・賞与・手当 7,244 7,085

退職給付費用 394 409

法定福利及び厚生費 1,327 1,594

旅費交通費及び通信費 1,095 1,155

賃借料 965 1,002

業務委託費 1,134 1,236

研究開発費 881 809

その他 3,269 3,561

販売費及び一般管理費合計 36,764 39,076

営業利益 8,475 6,584

営業外収益

受取利息 38 41

受取配当金 338 516

持分法による投資利益 77 94

その他 471 379

営業外収益合計 925 1,033

営業外費用

支払利息 731 652

その他 430 740

営業外費用合計 1,162 1,393

経常利益 8,238 6,224
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 400 61

投資有価証券売却益 1,031 1,425

特別利益合計 1,432 1,486

特別損失

固定資産売却損 0 4

固定資産除却損 184 426

減損損失 － 56

事業所閉鎖損失 － 60

投資有価証券評価損 123 －

特別損失合計 307 547

税金等調整前四半期純利益 9,362 7,163

法人税、住民税及び事業税 2,955 2,596

法人税等調整額 43 △30

法人税等合計 2,999 2,565

少数株主損益調整前四半期純利益 6,363 4,597

少数株主利益 62 421

四半期純利益 6,300 4,175
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,363 4,597

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,596 414

繰延ヘッジ損益 △43 △166

為替換算調整勘定 △102 1,995

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 122

その他の包括利益合計 △1,750 2,366

四半期包括利益 4,612 6,963

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,499 6,237

少数株主に係る四半期包括利益 113 726
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 9,362 7,163

減価償却費 7,057 7,036

減損損失 － 56

貸倒引当金の増減額（△は減少） △147 △141

受取利息及び受取配当金 △376 △558

支払利息 731 652

持分法による投資損益（△は益） △77 △94

固定資産売却損益（△は益） △400 △57

固定資産除却損 101 127

投資有価証券売却損益（△は益） △999 △1,424

投資有価証券評価損益（△は益） 123 －

売上債権の増減額（△は増加） △5,259 △1,040

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,255 △6,861

仕入債務の増減額（△は減少） △41 2,260

その他 156 △2,743

小計 11,486 4,374

利息及び配当金の受取額 437 685

利息の支払額 △695 △676

法人税等の支払額 △3,819 △3,178

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,409 1,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,465 △7,541

有形固定資産の売却による収入 661 161

投資有価証券の取得による支出 △1,021 △597

投資有価証券の売却による収入 2,388 2,214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△498 －

その他 △478 △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,414 △6,764
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,604 △7,324

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

1,000 △5,000

長期借入れによる収入 － 10,806

長期借入金の返済による支出 △857 △968

社債の発行による収入 － 9,947

リース債務の返済による支出 △2,037 △1,817

自己株式の取得による支出 △3 △9

配当金の支払額 △1,470 △1,426

少数株主への配当金の支払額 △115 △234

少数株主からの払込みによる収入 416 168

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,464 4,141

現金及び現金同等物に係る換算差額 32 552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,562 △864

現金及び現金同等物の期首残高 10,608 14,938

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 14,170 ※1 14,073
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更等）

該当事項はありません。

  

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１ 保証債務

次の会社の金融機関からの借入金等に対して保証を行っております。

前連結会計年度
（平成25年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

㈱エヌゼット（連帯保証） 100百万円 ㈱エヌゼット（連帯保証） 100百万円

その他 41

合計 141

その他 34

合計 134

※２ 国庫補助金等により固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳累計額は次のとおりであります。

 
 

前連結会計年度
（平成25年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

 建物及び構築物（純額）

 機械装置及び運搬具（純額）

 土地

 その他の有形固定資産（純額）

773百万円

297

105

16

772百万円

296

105

16

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 14,183百万円 14,073百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△12 －

現金及び現金同等物 14,170 14,073
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,473 5 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

 

２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月６日

取締役会
普通株式 1,473 5 平成24年９月30日 平成24年12月５日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日

定時株主総会
普通株式 1,429 5 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

 

２ 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月29日

取締役会
普通株式 1,429 5 平成25年９月30日 平成25年12月５日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 (単位：百万円)

 
報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)

加工食品 水産 畜産 低温物流 不動産 計

売上高           
外部顧客への売上高  90,355 31,184 35,995 70,981 1,752 230,269 1,349 231,619 － 231,619

セグメント間の内部

売上高又は振替高
183 116 634 7,215 571 8,721 1,392 10,114 △10,114 －

計 90,538 31,301 36,629 78,197 2,323 238,990 2,742 241,733 △10,114 231,619

セグメント利益

又は損失(△)
3,037 △146 234 4,179 1,143 8,447 154 8,601 △126 8,475

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、診断薬・化粧品原料・製
品の製造・販売、財務・経理・人事・総務サービス、保険代理店、緑化管理・清掃関連サービスの事
業を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等△1,615百万円及び各報告セグメント
に配分していない持株会社（連結財務諸表提出会社）に係る損益1,488百万円であります。

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
 
２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。
（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
 
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

 
報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)

加工食品 水産 畜産 低温物流 不動産 計

売上高           
外部顧客への売上高 100,302 34,415 36,670 75,688 1,896 248,974 1,267 250,241 － 250,241

セグメント間の内部

売上高又は振替高
149 105 840 7,591 538 9,224 243 9,467 △9,467 －

計 100,452 34,521 37,510 83,279 2,434 258,198 1,511 259,709 △9,467 250,241

セグメント利益

又は損失(△)
1,004 88 △172 4,423 1,183 6,528 59 6,587 △3 6,584

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオサイエンス事業の
ほか、人事給与関連業務サービス、緑化管理・清掃関連サービスの事業を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去等△1,240百万円及び各報告セグメント
に配分していない持株会社（連結財務諸表提出会社）に係る損益1,237百万円であります。

３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
 
２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。
（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。
（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 21円37銭 14円61銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 6,300 4,175

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 6,300 4,175

普通株式の期中平均株式数（千株） 294,781 285,903

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

（中間配当）

平成25年10月29日開催の取締役会において、平成25年９月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又

は登録株式質権者に対し、第96期中間配当（会社法第454条第５項の規定による剰余金の配当をいう）を次のとおり

行うことを決議しました。

(1) 中間配当金の総額                                   1,429百万円

(2) １株当たり中間配当金                                      ５円

(3) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日           平成25年12月５日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成25年11月８日

株式会社ニチレイ

取締役会 御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西 田 英 樹   ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 成 田 智 弘   ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 月  本  洋  一   ㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニチレ

イの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平成

25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニチレイ及び連結子会社の平成25年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。
２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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